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別紙 

令和６年度発達障害のある児童生徒等に対する支援事業 

（効果的かつ効率的な巡回指導の実施に向けたモデル構築事業） 

成果報告書 

実施機関名（兵庫県教育委員会） 

 

１ 問題意識・提案背景 

本県では、平成 19年に特殊教育から特別支援教育へ転換される以前から、通常の学級に

在籍する発達障害等のある児童生徒への指導・支援を充実させるため、ひょうご学習障害

相談室等を設置する（平成 16年設置、令和５年からは心の教育推進センター内「特別支援

教育相談」へ移管）とともに、特別支援教育コーディネーター養成研修を実施し、教員の専

門性向上と県全体の支援体制の構築を図ってきた。現在も毎年、市町の取組は市町特別支

援連携協議会で、地域の取組は地域特別支援連携協議会で報告協議するとともに、兵庫教

育大学大学院 宇野宏幸教授を委員長とする広域特別支援連携協議会で幼小中高等学校の

取組を評価検証し、次年度の方向性をご教示いただいている。両協議会における現状と課

題を分析した指導助言を基に、「兵庫県特別支援教育第四次推進計画」（令和６年～令和 10

年）を策定している。この推進計画に基づき、モデル事業等を計画的に実施している。 

国の調査によれば、学習面又は行動面で著しい困難を示す児童生徒について、小・中学校

には 8.8%、高等学校には 2.2%在籍する（R4.12.13、文部科学省）。本県においては、中学校

における通級指導教室（LD、ADHD等通級）の数が年々増加し、他校通級、巡回指導を含め、

252 校を通級による指導設置校とし、1,502 人の生徒が指導を受けている（R6.5.1、神戸市

含む）。令和５年度の通級による指導を受けた卒業生 503 人のうち、250 人（約 49.7%）が

公立高等学校へ進学し、今後も増加が見込まれる。また、県立高等学校における通級による

指導においても、平成 30 年度９校 27 名（H30.5.1、市立校除く）から始まり、令和６年度

は、拠点校 22 校、巡回先校 23 校で実施し、234 人（R7.2.3、市立校除く）が受けており、

今後も対象生徒の年々増加が見込まれる。こうした状況から、どの高等学校に進学しても、

必要性に応じて通級による指導が受けられる体制づくりが急務となっている。 

本県においては、全ての教員が発達障害に関する知識技能を習得し、通常の学級におけ

るユニバーサルな授業や学級づくりに関する指導力向上を図り、児童生徒の問題解決のた

め、保護者との信頼関係を築き、校内及び関係機関と連携し、指導・支援できるよう実践力

向上に向け、研修内容・研修方法等を工夫して取り組んできた。今後は、通級による指導を

希望する児童生徒の増加に伴い、全ての教員が通級による指導についての理解を深めて協

力するとともに、更なる通級指導担当教員の育成と専門性向上が求められる。令和４年度

に研究した「但馬モデル」を参考に、全県での通級による指導の充実に向け、その研究成果

を波及させることが重要である。 

 

２ 目的・目標 

高等学校に通級による指導の拠点校及び巡回先校を設置し、近隣の小・中学校等や特別

支援学校の協力を得て、生徒の自己理解を深め、自立した社会生活を目指す自立活動の指

導内容や、学校の特色と生徒の教育的ニーズに応じた特別の教育課程の編成を研究し、県
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内の高等学校に研究成果を普及させることで、高等学校における特別支援教育を推進する

ことを目的とする。 

そこで、本研究においては、生徒がどの高等学校においても、必要に応じて通級による指

導が受けられるよう体制整備を進めていくという本県の方針の下、令和４年度に「但馬モ

デル」として取り組んだ地域連携による理解啓発を全県実施することで、成果やノウハウ

を計画的かつ組織的に拡充していくこととする。 

 

（１）地域の高等学校をサポートする仕組みを構築し、生徒の指導・支援の充実と教員の専

門性の向上を図る。 

ア．「但馬モデル」を参考に、どの高等学校に進学しても、必要に応じて通級による指導

が受けられる体制づくりを構築するため、各地区において、拠点校が巡回先校を含めた

地域の高等学校を対象に理解啓発を充実させる。 

イ．県内７地区において地域連携協議会を設置し、経験の豊かな専門性の高い通級指導担

当教員が中心となり、各地区における課題整理及び情報交換、合同研究会の企画等を行

う。また、指導的立場として、経験の浅い通級指導担当教員への相談や助言、巡回先校

を含めた地域の高等学校へのケース会議等を行うことで、発達障害のある児童生徒へ

の指導方法や合理的配慮の提供、個別の教育支援計画の引継ぎ等、説明責任が果たせる

力と日々の指導力の一層の向上を図る。 

ウ．県内７地区において合同研究会を実施し、拠点校と巡回先校、近隣の小・中・義務教

育学校の通級指導担当教員及び高等学校や特別支援学校の特別支援教育コーディネー

ター、関係機関の担当者等が一堂に会し、実践発表や情報交換、通級による指導の充実

に向け課題を整理し、協議を行う。この合同研究会を通じて、小・中・高等学校の指導

の連続性を踏まえた教育課程や指導内容、効果的な支援についての専門性の向上を図

り、地域における障害のある児童生徒への切れ目ない支援を充実させる。 

 

 （２）専門家や特別支援学校等の指導助言を仰ぐ等、「横の連携」の充実を図る。 

ア．特別支援学校の協力により、通級による指導を実施する高等学校において、特別支援

学校の専門的な見地による助言を得て、生徒の自己理解を深める指導や、個別の教育支

援計画・個別の指導計画の作成、自立活動の指導内容や、学校の特色と生徒の教育的ニ

ーズに応じた特別の教育課程の編成の充実を図る。 

イ．発達障害のある児童生徒等への指導について、地域で核となるコーディネーター（エ

リアコーディネーター）や特別支援教育コーディネーター、外部専門家（ひょうご専門

家チーム）を活用した本県の支援体制を充実する。 

 

（３）教育委員会と教員養成課程を有する大学との連携 

教職を志望する学生に、本県が目指す特別支援教育や、通級指導担当教員が実際に地

域や学校現場で求めるニーズに対応した講義を行うことで、将来的に、本県が求める資

質等を備えた教員を育成することができる。 
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３ 実施体制 

 ⑴ 運営協議会 

学識経験者等の委員 10 名、オブザーバーとして神戸市教育委員会事務局学校教育部 

特別支援教育課特別支援教育相談センター総括主幹教諭及び通級指導担当者会の構成員

である協力校 64 名の教員を含めた合計 75 名により、年３回の運営協議会を実施した。

本協議会では、各地区に地域連携協議会の設置したことよる巡回指導を効果的かつ効率

的に実施するための方法や体制整備等の検証を目的に協議を行った。 

本運営協議会委員からは、「拠点校だけでなく巡回校も問題意識が高く、地域の関係機

関とつながることも通級による指導の体制整備の成果といえる」との評価をいただいた。 

 

【運営協議会委員一覧】 

No. 区分 所属・職名 

1 学識経験者 神戸大学・名誉教授 

2 

就労・福祉 

関係者 

ひょうご発達障害者支援センター・所長 

3 
兵庫県障害者雇用・就業支援ネットワーク会議・会長 

（加古川障害者就業・生活支援センター長） 

4 
兵庫労働局職業安定部職業対策課 

・総括障害者雇用指導官 

5 保 護 者 兵庫県ＬＤ親の会 たつの子代表 

6 

教育関係者 

たつの市立香島小学校・校長 

（兵庫県小学校長会・副会長） 

7 
明石市立二見中学校・校長 

（兵庫県中学校長会・副会長） 

8 
兵庫県立淡路高等学校・校長 

（兵庫県立高等学校長会・幹事） 

9 
兵庫県立伊丹北高等学校・校長 

（巡回校校長） 

10 
兵庫県立北はりま特別支援学校・校長 

（協力校校長） 

 

【開催実績】 

回 実施日 協議内容 

第 

１

回 

７月１日 １ 報告事項 

(1) 事務局報告 

「令和５年度の成果と課題、令和６年度の取組」 

(2) 拠点校の取組  

  「巡回指導を進める上での拠点校の役割と課題」 

(3) 巡回校の取組 
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  「巡回校における通級による指導の実施のための校内体制づく

り」 

２ 協議事項 

「地域連携による円滑な巡回指導に向けた理解啓発」  

・巡回指導担当教員による巡回校への特別支援教育の理解促進 

・巡回指導担当教員と巡回校教員との日常的な連携 

第

２

回 

９月９日 １ 報告事項 

(1) 事務局報告 

「特別な教育的支援の引継ぎの実施状況調査」と「地域連携協

議会」について 

(2) 巡回校の取組 

 「巡回校における取組～中学校等との連携による切れ目ない指

導・支援のために～」 

(3) 拠点校の取組 

「効果的かつ効率的な巡回指導に向けた取組」 

２ 協議事項 

「効果的かつ効率的な巡回指導について」 

第

３

回 

１月 21日 １ 報告事項 

(1) 事務局報告 

「本県における取組」 

  ・訪問指導及び研究授業 

  ・地域連携協議会及び合同研究会 等 

(2) 第１学区神戸地区の取組 

  「効果的かつ効率的な巡回指導のさらなる充実に向けた地域連

携モデル」 

 (3) 第１学区淡路地区の取組 

 「効果的かつ効率的な巡回指導のさらなる充実に向けた地域連

携モデル」 

２ 協議事項 

「効果的かつ効率的な巡回指導のさらなる充実に向けた地域連

携モデルの構築について」 

 

⑵ 巡回指導スーパーバイザーの指名 

 ア 専門性（特別支援教育など）に関する経歴・所有資格等 

研究分野を認知科学、特別支援教育、自閉症スペクトラム、発達障害臨床とする神戸

大学名誉教授 鳥居 深雪（とりい みゆき）氏を、本事業のスーパーバイザーとして

招へいした。また、本事業の運営協議会の座長として指導をいただいた。 

 

【鳥居氏の経歴等】 

職歴 

令和 ６年～        神戸大学 名誉教授 
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令和 ４年～令和５年     関西国際大学 教育学部 教育福祉学科 教授 

平成 14 年～令和３年      神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 教授 

平成 13 年           神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 准教授 

平成 11 年～平成 12年      植草学園大学 発達教育学部 准教授 

委員歴 

令和 ２年６月～現在      一般財団法人 特別支援教育士資格認定協会 

副理事長  

令和 ６年６月～令和 ３年７月 一般財団法人 公認心理師試験研修センター 

試験委員 

令和 ６年６月～令和 ８年６月 一般社団法人日本 LD学会 代議員 

受賞歴 

平成 29年 10月        一般社団法人日本 LD学会 学会発表奨励賞 

所有資格 

公認心理師、臨床心理士 

 

 イ 配置状況・活動内容 

目的：本事業の課題や方向性を理解している鳥居氏を研究授業日に招き、実際の授業

場面を参観していただくとともに、実態把握に基づく自立活動について通級指

導担当教員等による授業の研究協議を行い、鳥居氏から指導を仰いだ。実際の指

導場面を取り扱うことで、より具体的な研修の機会となり、指導者のみならず、

参加する通級指導担当教員等の専門性向上に資するものとなった。 

活動：研究授業における実地指導を１回行った。 

 

⑶ 専門家の活用  

 ア 専門性（特別支援教育など）に関する経歴・所有資格等 

本事業における専門家として、ひょうご発達障害者支援センター クローバー セ

ンター長 和田 康宏（わだ やすひろ）氏を招へいした。ひょうご発達障害者支援セ

ンターは、県の発達障害の専門機関として、関係機関等と連携し相談支援業務を行って

おり、和田氏は、本事業の運営協議会の委員や広域特別支援連携協議会の委員として指

導をいただいている。 

 

【和田氏の経歴等】 

職歴   

平成 21年～現在    ひょうご発達障害者支援センター センター長 

平成 15年～平成 21年 ひょうご発達障害者支援センター 主任相談支援員 

（平成 17年６月にひょうご自閉症・発達障害支援センターから名称変更） 

平成 10年～平成 15年 知的障害者更生施設 あかりの家 生活指導員 

委員（令和５年２月現在） 

・厚生労働省 発達障害の情報提供等事業に関する運営会議 

・独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所  

発達障害教育の情報提供等にかかる検討会議委員 
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・兵庫県教育委員会 広域特別支援教育連携協議会  

・兵庫県教育委員会 特別支援学校就職支援推進会議 

・兵庫県教育委員会 通級指導運営協議会 

・兵庫県発達障害者支援協議会（本会、医療部会、教育部会、生活支援部会） 

・兵庫県障害者雇用・就業支援ネットワーク会議 

・発達障害者等就労支援連絡協議会 

・兵庫県障害者自立支援協議会 相談支援部会 

・ひょうごユースケアネット推進会議 代表者会議 

所有資格  

養護学校教諭一種、中学校社会科教諭一種、高等学校公民科教諭一種 

 

 イ 配置状況・活動内容 

目的：本事業の課題や方向性を理解している和田氏を研究授業日に招き、実際の授業

場面を参観していただくとともに、通級指導担当教員等による授業の研究協議

を行い、和田氏から発達障害に関する福祉専門機関としての視点や卒業後を見

据えた支援について指導を仰いだ。実際の指導場面を取り扱うことにより、より

具体的な研修の機会になり、指導者のみならず、参加する通級指導担当教員等の

専門性向上に資するものとなった。 

活動：研究授業における実地指導を１回行った。 

 

４ 取組概要・成果（※取組全体の概要図については、別添参照。） 

 ⑴ 巡回指導を効果的かつ効率的に実施するための方法や体制整備等の検討・実証 

令和５年度に全県７つの学区・地区に地域連携協議会を設置し、令和６年度はこのうち

第１学区と第３学区を重点地区に指定し、地域連携の構築に向けた研究を行った。また、

小・中学校との合同研究会や高等学校における通級による指導実践研究協議会を実施す

るとともに、運営協議会及び広域特別支援連携協議会において、高等学校における通級に

よる指導について検討・検証を行った。 

 

  ア 取組内容 

① 地域連携協議会（年３回以上） 

指導的立場の教員が所属する高等学校が地域連携協議会の地区代表校となって地

区内の高等学校へ会の案内を行い、通級指導担当教員や特別支援教育コーディネータ

ー等が参加し、各校の情報交換や課題整理を行うとともに、合同研究会の企画・運営

を行った。また、地区内が広域となるところではオンラインで実施したり、年間を通

してテーマを決めたり、授業見学を実施したり等、各地区で実施方法に特色が見られ

るものとなった。 

 

 【地域連携協議会における主な協議内容】 

学区・地区 第１回 第２回 第３回 

１ 
神

戸 

５月 22 日 

・第１回合同研究会について 

８月７日 

・第２回合同研究会について 

11 月１日 

・各校の通級による指導の取
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・各校の通級による指導の取

組について情報交換 

・身近に相談できる窓口 

・各校の通級による指導の取

組について情報交換 

・身近に相談できる窓口 

組について情報交換 

・相談機関一覧の作成 

淡

路 

５月 22 日 

・第１回通級指導担当者会の

情報共有 

・県立淡路高等学校の通級に

よる指導の紹介 

・第１回合同研究会について 

８月 22 日 

・「淡路障害者就労・生活支援

センター」の機能について 

・県立洲本実業高等学校の発

達障害のある生徒の現状報告 

第２回合同研究会について 

１月 17 日 

・第２回合同研究会のふりか

えり 

・県立淡路高等学校の巡回指

導の報告 

・関係機関一覧の作成 

２ 

阪

神 

第１回 ６月７日 

・第１回合同研究会の

内容について 

・相談機関一覧につい

て 

第２回 ７月２日 

・第１回合同研究会の

運営について 

・相談機関一覧につい

て 

第３回 ８月６日 

・拠点校の実践発表

と協議 

・各校の実践と地域リ

ソースについて 

第４回 10 月 17 日 

・第２回合同研究会の

運営について 

・相談機関一覧につい

て 

丹

波 

５月 29 日 

・各校の生徒情報、特別支援教

育の課題について情報交換 

・第１回合同研究会について 

９月 30 日 

・県立氷上西高等学校の通級

による指導の授業見学 

・巡回通級の実施に向けたプ

レ通級の検討、教育相談の状況 

・第２回合同研究会について 

１月 10 日 

・県立篠山産業高等学校の通

級による指導の授業見学 

・各校の生徒情報、特別支援教

育の課題について情報交換 

・関係機関一覧の作成 

３ 

６月７日 

・第１回合同研究会について 

・地区内の通級による指導の

実施促進にむけて 

・地区内の支援を必要とする

生徒の引継ぎ調査について 

９月６日 

・第１回合同研究会のふりか

えり 

・第２回合同研究会について 

1 月 10 日 

・第２回合同研究会のふりか

えり 

・地区内の通級による指導の

実施促進の課題について 

４ 

６月４日 

・第１・２回合同研究会につい

て 

・就労・進学につながる指導支

援について各校の現状と課題

の共有 

７月 12 日 

・第１回合同研究会の運営に

ついて 

・卒業後につながる指導支援

について 

・相談機関一覧について 

11 月８日 

・第１回合同研究会のアンケ

ート集計結果について 

・第２回合同研究会の実践発

表について 

５ 

６月 21 日 

・各校の通級による指導特別

支援教育委員会の実施状況 

・中学校からの引継ぎ資料の

保管方法と活用方法、課題 

・第１回合同研究会について 

・教材「トーキングゲーム」活

用のワークショップ 

10 月 16 日 

・第１回合同研究会のふりか

えり 

・第２回合同研究会について 

・卒業後の進路先への支援の

引継ぎについて情報交換 

・教材「タイワカード」活用の

ワークショップ 

１月 22 日 

・第２回合同研究会のふりか

えり 

・支援の必要な新入生の情報

収集について情報共有 

・教材「Color Value Card」活

用のワークショップ 

 

   ② 小・中学校との合同研究会（年２回） 

県内７地区において、協力校が連携して主催し、所在地の市町組合教育委員会と教

育事務所の協力を得ながら、近隣の小・中・義務教育学校の通級指導担当教員や関係

機関の担当者にも呼びかけ、合同研究会を年間２回実施した。大学や若者サポートス

テーション等から招いた講師の指導助言を受けながら、小・中・高等学校それぞれの

実践発表や録画による指導場面の見学、研究協議等を行った。 
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【第１学区】神戸地区 

 第１回 第２回 

実施日 ８月７日 11月１日 

テーマ 横の連携～在学中、卒業後に地域

や進学先と繋がる～ 

縦の連携～市内小・中学校特別支

援教育Co.と高校通級への理解～ 

講 師 

 

三重大学 

教授 石川 照子 氏 

神戸大学 

名誉教授 鳥居 深雪 氏 

参 加 人 数 51名 44名 

その他 情報交換等 情報交換等 

 

【第１学区】淡路地区 

 第１回 第２回 

実施日 ８月20日 11月26日 

テーマ 淡路地区特別支援教育における

「校内連携」について 

発達障害のある生徒の就労支援に

ついて 

講 師 

 

神戸女子大学 

教授 田中 裕一 氏 

あかし若者サポートステーション 

総括コーディネーター 

藤村 和代 氏 

参 加 人 数 36名 24名 

その他 協議等 情報交換等 

 

【第２学区】阪神 ※第２回は丹波地区と合同 

 第１回 第２回 

実施日 ８月23日 11月15日 

テーマ 通常学級の指導に生かす特別支援

教育の視点 

通常授業を意識した通級指導の実

際 

講 師 

 

兵庫教育大学大学院 

教授 岡村 章司 氏 

兵庫教育大学大学院 

教授 岡村 章司 氏 

参 加 人 数 59名 64名 

その他 授業実践報告、協議等 情報交換等 

 

  【第２学区】丹波地区 ※第２回は阪神地区と合同 

 第１回 第２回 

実施日 ７月26日 同上 

テーマ 通級による指導の現場で目指すも

の 

講 師 

 

兵庫教育大学大学院 

教授 岡村 章司 氏 

参 加 人 数 36名 

その他 授業実践報告、協議等 
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  【第３学区】東播磨地区 

 第１回 第２回 

実施日 ７月29日 10月24日 

テーマ 通級による指導のための小中高連

携について 

高等学校における通級の現状と 

縦横連携の重要性について 

講 師 

 

兵庫教育大学大学院 

教授 井澤 信三 氏 

香川大学 

教授 坂井 聡 氏 

参 加 人 数 80名 58名 

その他 協議等 協議等 

 

  【第４学区】西播磨地区 

 第１回 第２回 

実施日 ８月２日 12月６日 

テーマ 次のステージに向けた縦横の連携

について～小・中・高・特支の縦の

つながりについて～ 

次のステージに向けた縦横の連携

について～就労を見据えた横のつ

ながりについて～ 

講 師 

 

大谷大学 

教授 井上 和久 氏 

兵庫教育大学大学院 

准教授 池田 浩之 氏 

参 加 人 数 120名 120名 

その他 情報交換等 情報交換等 

 

【第５学区】但馬地区 

 第１回 第２回 

実施日 ８月29日 12月２日 

テーマ 高校通級の実践～進路を意識した

通級による指導～ 

通級による指導における小・中・高

の役割と連続性について 

講 師 

 

神戸女子大学 

教授 田中 裕一 氏 

神戸女子大学 

教授 谷山 優子 氏 

参 加 人 数 39名 48名 

その他 実践報告、協議等 協議等 

 

   ③ 高等学校における通級による指導 実践研究協議会 

テーマを「卒業後を見据えた一人一人の可能性を引き出し、伸ばす通級による指導

の充実」とし、拠点校の通級指導担当教員による実践発表、京都大学総合博物館 塩

瀬隆之准教授の講演に加え、通級による指導を受けた卒業生やその保護者、通級指導

担当教員、関係機関も交えたパネルディスカッションを行った。 

 

実施日 10月 29日 10：00～16：00 

実践発表 「卒業後を見据えた一人一人の教育的ニーズに応じた通級による

指導の充実（小・中・高等学校）」 
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加古川市立別府小学校  主幹教諭 國本 美幸 

加古川市立平岡南中学校 教  諭 結城 知夏 

県立播磨南高等学校   教  諭 丹羽 早紀 

パネルディスカッション テーマ 

「なりたい自分に近づくために－高等学校における通級による

指導を受けた卒業生の語りから－」 

パネラー 

高等学校で通級による指導を受けた卒業生３名 

高等学校で通級による指導を受けた卒業生の保護者２名 

高等学校通級指導担当教員１名 

宝塚若者サポートステーション統括コーディネーター１名 

コーディネーター 

神戸大学 名誉教授 鳥居 深雪 氏 

講 演 「インクルーシブデザインがつなぐ＜個と全体＞の学び」 

  京都大学総合博物館 准教授 塩瀬 隆之 氏 

 

   ④ 運営協議会（再掲）、広域特別支援連携協議会 

広域特別支援連携協議会は、兵庫教育大学大学院 宇野教授を委員長とし医療、労

働、各関係機関等を委員として実施し、発達障害等のある幼児児童生徒の教育に関す

る県内全ての幼・小・中・高等学校の取組、支援体制の整備を評価検証するとともに、

次年度の方向性を示していただいている。 

 

イ 取組成果 

   ① 地域連携協議会 

     地域連携協議会の実施により、通級指導担当教員や特別支援教育コーディネーター

の連携が一層深まるとともに、高等学校間に加え特別支援学校との校種を超えた関係

づくりに寄与した。情報交換や課題整理に加え、授業見学を行うなどして学区・地区

ごとに特色ある取組を実施することができた。 

     また、令和４年度の「但馬モデル」の研究の際に作成した「但馬にある、身近に相

談できる窓口」を参考に、拠点校及び巡回先校の特別支援教育コーディネーターが地

域の相談機関等との連携を一層推進するために、相談機関一覧を作成し、県教育委員

会ホームページに掲載した。 
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【ひょうご つながる ｅ－ブック】https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/sho-bo/NC3/ 

 
 

【高校通級相談機関一覧】（例）阪神地区 

 

 

 

https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/sho-bo/NC3/
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 ② 小・中学校との合同研究会（年２回） 

     延べ 779名の小・中学校、高等学校、特別支援学校教員等が参集し、共通のテーマ

について講義を受けるとともに協議や情報交換を行った。このことにより、特別支援

教育の視点を生かした適切な指導や必要な支援を、通級による指導だけでなく通常の

学級に一般化させ、校種を超えてつないでいくことの大切さについて共通理解を図る

ことができた。 

 

   ③ 高等学校における通級による指導 実践研究協議会 

     282名の県内の小・中・義務教育学校、高等学校教員及び市町組合教育委員会や各

関係機関の担当者がオンラインとの併用し、参加した。県外からも約 70 名（うち２

名は実施校視察を兼ねる）の参加があった。特にパネルディスカッションは、通級に

よる指導や特別支援教育を進める上で大きなヒントとなった。主なコメントは以下の

とおりである。 

 【主なコメント】※原文ママ 

・「パーソナルスペース」の概念がわかり、それでコミュニケーションがうまくいくよう

になり、自信がついた。 

・アンガーマネジメントを学び、10分ほどで冷静にもどれるようになり、自分が悪い場

合は謝ることができるようになりました。 

・娘は困ったことはそのままにせず、「こう伝えてみる」や「口で伝えるのは難しいから、

メモに書いて渡してみる」とポジティブに考えるようになった。 

・息子は通級で働くということが具体的にわかるようになり、進路実現に向けて積極的

に活動できた。 

     

     また、パネリストの保護者からは、本県の高等学校における通級による指導が充実

しており、小・中学生の保護者にも周知してほしいとの声をいただいた。高等学校に

おける通級による指導の拡充だけでなく、小・中学校の通級による指導の対象児童生

徒が増加する中で、その保護者に対しても見通しを立てられる情報提供の在り方が課

題として提起された。 

 

   ④ 広域特別支援連携協議会 

     令和６年度においては、共生社会の実現に向けた共に学び共に育つ教育環境づくり

と関係機関等との連携による支援体制の充実について協議を深めた。本協議会におい

て、高等学校における通級による指導について、以下のような意見が得られた。 

    ・合同研究会は他の都道府県ではあまりない取組で、ぜひ続けてほしい。また、中高

連携が特に全国的な課題であるが、引継ぎが丁寧に行われていることはこういった取

組が背景にあるといえる。 

    ・特別な支援を必要とする生徒が高等学校に入学することが増加する中、生徒への支

援を考えて指導していかないといけない。中学校では人前で話せず通級による指導を

受けた生徒が高等学校でも巡回指導を受けたことで、班活動で発表ができるようにな

った等、通級による指導の効果が出ている。 
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 ⑵ 通級指導担当教員及び指導的立場の教員等の育成 

高等学校における特別支援教育及び通級による指導の充実や、巡回指導担当教員と巡

回先校の教員等との連携を図るため、県立総合教育センターにおける系統的実践的研修

に加え、通級指導担当者会を実施した。また、県教育委員会が経験の浅い教員が通級によ

る指導を担当している拠点校２校を訪問し、校内体制について助言するとともに、研究授

業で専門性の向上を図った。他に、教員養成課程を有する大学との連携を実施した。 

 

ア 取組内容 

① 通級指導担当者会（年３回、うち１回オンデマンド） 

通級指導運営協議会における協議で示された方向性に基づき、県内の高等学校での

特別支援教育及び通級による指導の充実や、巡回指導担当教員と巡回先校の教員等と

の連携を図るため、高等学校における通級による指導に係る全ての教員を対象に、通

級指導担当者会を開催した。 

第１回担当者会は、通級指導担当教員が参集し、事務局からの事業説明を受け、令

和６年度の通級による指導の実施体制（自校通級、巡回指導、特別支援学校によるサ

ポート）についてペア校で協議した。また、拠点校・巡回先校・協力校の各カテゴリ

別協議や地域連携協議会の実施について地区ごとの協議を行った。 

第２回担当者会は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所発達障害教育推進セ

ンター井上総括研究員による、通級による指導の基礎講座をオンデマンド実施した。

第３担当者会では、三重大学石川教授を招き、発達障害のある生徒の実態把握（アセ

スメント）、個別の指導計画の作成と活用等についての研修を行い、受講者による各校

での効果的な取組の共有やグループ協議等を実施した。 

なお、第２・３回担当者会は県立総合教育センターの高等学校における通級による

指導講座として実施した。 

 

② 通級による指導実施校への訪問指導・研究授業（年２回） 

県教育委員会が経験の浅い教員が通級による指導を担当している拠点校２校を訪

問し、通級による指導における成果や課題、自立活動の指導の記録、個別の教育支援

計画、個別の指導計画作成等の事務状況を把握するとともに、校内の特別支援教育の

体制整備について相談等に応じ必要な助言等を行った。 

また、同日に通級指導担当教員及び巡回先校・特別支援学校の特別支援教育コーデ

ィネーターが２校に分かれて参集し、研究協議を実施した。 

 

【研究授業】 

 第１回 第２回 

実施日 11月20日 12月19日 

実施校 県立西宮甲山高等学校 県立千種高等学校 

内 容 科目「社会技術基礎（自立活動）」 

「自分の気持ちを言葉にできる」 

・ソーシャルスキルトレーニング（ホ

ワイトボードミーティング®でのファ

科目「自立活動」 

「公共交通機関を使って姫路まで行っ

て、買い物や行ってみたいところに行

こう！」 
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シリテーション練習） ・クールダウンできる場所の確認 

・予定を立てることと、予定外の状況

への対応 

・買い物等の余暇活動 

助言者 

 

神戸大学 

名誉教授 鳥居 深雪 氏 

ひょうご発達障害者支援センター 

センター長 和田 康宏 氏 

参加人数 40名 29名 

その他 研究協議等 研究協議等 

 

③ 県立総合教育センターにおける系統的実践的研修、大学院等への教員長期研修派遣 

共生社会の実現に向けた国の動向を踏まえ、経験年数や職務等に応じた兵庫県教

員資質向上指標に基づき、発達障害等を含む課題別・ニーズ別研修を実施した。 

(ｱ) 小・中学校、高等学校における通級による指導講座（うち、高等学校は再掲） 

発達障害のある児童生徒の障害特性と、自立活動の適切な指導や必要な支援につ

いて、理解を深めている。特に、高等学校教員対象の研修においては、通級指導担

当教員だけでなく、広く希望者を募り、通級による指導の制度やねらい、実態把握

等について研修し、経験の浅い高等学校教員の発達障害等の指導・支援力向上を図

った。 

    (ｲ) 小・中学校、高等学校における次世代コーディネーター育成講座 

発達障害のある児童生徒の特性と、困難さに対する指導及び指導上の工夫につい

て理解を深めるとともに、エリアコーディネーターの役割、地域の学校や関係機関

等の連携について研修を行った。本講座では、エリアコーディネーターだけでなく、

各学校の特別支援教育コーディネーターも対象とし、次世代の特別支援教育のリ

ーダー育成も視野に入れている。 

    (ｳ) 特別支援教育選択研修 

   全ての学校の教員を対象とし、大学院教授や国立特別支援教育総合研究所の主

任研究員を講師として招き、発達障害等についての指導・支援、自立と社会参加に

向けた就労支援等について選択研修として実施した。 

    (ｴ) サポート研修 

各学校等の要望に応じて実施した。高等学校から依頼を受け、発達障害のある生

徒の理解促進や対応に向けて実施した。 

 

     また、令和６年度「特別支援教育にかかる教員長期研修派遣事業」（県単独事業）

において、大学院等へ教員を９名派遣した。うち高等学校における通級による指導

に関して研究を行ったのは、神戸大学大学院研究員１名、国立特別支援教育総合研

究所研修員２名の計３名であった。 

 

④ 教員養成課程を有する大学との連携（兵庫教育大学と年２回） 

     これまで教員養成課程を有する大学にシラバスを提供し、本県教育委員会が推進

する特別支援教育の「横の連携」に当たる保護者や関係機関との連携についての内

容とともに、「学生の実地研修の機会としての学校現場」、「大学における県立高等学
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校現職教員による授業」を実施してきた。令和６年度は下記のとおり実施した。 

 

 【兵庫教育大学との連携】 

 第１回 第２回 

実施日 11月26日 １月31日 

実施校 県立和田山高等学校 兵庫教育大学 

内 容 ・事務局事業説明 

・学校概要説明 
・授業見学 
・実践報告 
「県立和田山高校における通級による

指導の取組」 
県立和田山高等学校 
 教諭 森  太 

教諭 三村 勇貴 

・事務局事業説明 

・実践報告 

「県立有馬高校における特別支援教育

の実践」 
県立有馬高等学校 

教諭 円城寺 雄斗 

参加人数 兵庫教育大学大学院生 22名 兵庫教育大学学部生 102名 

その他 協議等 協議等 

 

イ 取組成果 

① 通級指導担当者会 

通級指導担当教員及び巡回先校・特別支援学校の特別支援教育コーディネーターが、

多面的・多角的に情報交換を行うとともに、「顔の見える関係」を築き相互に円滑なコ

ミュニケーションがとれるようになることで、生徒の実態把握、手立て、指導方法に

ついて日常的に相談できるようになった。 

また、県内全ての高等学校における通級による指導や発達障害への理解促進のため、

実践研究校以外の参加者も募ったところ、14校の高等学校・特別支援学校の特別支援

教育コーディネーターの参加があり、高等学校における通級による指導について理解

を深めることができた。 

 

② 通級による指導実施校への訪問指導・研究授業 

経験の浅い教員が通級による指導を担当しているため、学校長のリーダーシップ

の下、校内全ての教職員で特別支援教育を推進することを担当指導主事から助言し

た。また、必要に応じて協力校の特別支援学校からサポートを受けるとともに、地域

の指導的立場の教員から助言を得たり関係機関と連携したりして、発達障害のある

生徒へのより専門的な支援体制の構築をするようアドバイスした。 

同日実施した研究授業には、協力校の計 60名の通級指導担当教員が参加した。通

級による指導の録画映像による授業報告を基に、班別協議を行うことで自立活動へ

の理解を深め、スーパーバイザー及び専門家からの助言により、各高等学校内での通

級による指導だけでなく、通常の学級における特別支援教育の必要性を再認識でき

た。 
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③ 県立総合教育センターにおける系統的実践的研修、大学等への教員長期研修派遣 

     ４(2)③(ｱ)～(ｳ)の各研修に延べ 1,634 人が受講し、特別支援教育について発達障

害のある児童生徒に関する理解を深めるとともに、適切な支援や自立活動の充実に

ついて研鑽を積んだ。また、４(2)③(ｴ)は学校から 19件の要請があり、うち 12件が

高等学校であり、各校の教職員の特別支援教育への理解啓発や校内支援体制構築に

資する研修となった。 

     大学等への教員長期研修派遣で研究したテーマは、以下のとおりである。 

    ・高等学校における通級による指導を希望する保護者を対象とした今後の課題と有

効な支援の手立ての検討～保護者と生徒の聞き取り調査と、担当教員によるアン

ケート結果より～（神戸大学大学院研究員） 

    ・授業のユニバーサルデザイン化を目指して～自身の授業を振り返り、改善する～

（国立特別支援教育総合研究所研修員） 

    ・連続性のある自立活動～モデルケースの検討～（国立特別支援教育総合研究所研

修員） 

 

④ 教員養成課程を有する大学との連携（兵庫教育大学と年２回） 

令和６年度は、兵庫教育大学の教職を志望する学生を対象に、指導的立場にある 

通級指導担当教員による、学習上又は生活上の困難のある生徒に対する指導の参考

となるよう、通常の学級におけるユニバーサルな授業づくりや合理的配慮の提供な

どの具体的な取組について実践発表や自立活動の授業見学等の実地研修を実施し、

学生の理解を深めた。学生の感想（一部抜粋）は以下のとおりである。 

    ・社会人基礎力を中心に、生徒の自主性や主体性を重んじることで自立を図ってい

る点が印象的であった。 

・特別支援教育の校内体制を整備することは、障害の有無にかかわらず、学習上又は

生活上の困難を抱える生徒にとって、心強い存在だと思った。 

・目の前の子供一人一人をよく観察し、何につまずいているのか、なぜつまずいてい

るのかを考察できるようになりたいと考えた。子供の言葉や行動の背景にあるも

のを考え、理解につなげていきたい。 

・通級による指導の基盤には、横のつながりとして、医療や福祉との関係機関が求め

られると学んだ。 

 

 ⑶ 巡回先となる学校における校内支援体制の構築 

新規の巡回先校に対して、校内研修での県教育委員会による校内支援体制整備のため

の助言に加え、拠点校の通級指導担当教員や協力する特別支援学校の特別支援教育コー

ディネーターが巡回先校の特別支援教育コーディネーターを適宜サポートしながら、特

別支援教育の充実や通級による指導の実施に向けた校内支援体制を構築していった。 

 

ア 取組内容 

① 県教育委員会 

(ｱ) 新規の巡回先予定校のケース会議における助言 

  発達障害のある生徒が在籍する高等学校の管理職からの県教育委員会への相談
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を受け、巡回指導担当教員とともに、ケース会議に参加し、指導方針に関して協

議し、校内体制整備等について助言した。 

(ｲ) 新規の巡回先予定校の校内体制整備に向けた校内研修の企画 

      新規の巡回先予定校の校内体制整備に向け、県教育委員会から指導主事が当該

校を訪問し、巡回指導の開始に向けた校内研修を実施するとともに、当該校の全

教員の理解と協力を得た。 

② 拠点校の通級指導担当教員（巡回指導担当教員） 

(ｱ) 巡回先校のケース会議への参加 

      巡回先校のケース会議に参加して、生徒の実態把握に関する情報交換をすると

ともに、指導方針について協議した。巡回指導開始に向け、本人・保護者との面

談やプレ通級を実施した。巡回先校が作成する個別の教育支援計画等の作成につ

いて、協力や助言等を行った。 

(ｲ) 巡回先校の特別支援教育コーディネーター等とともに、個別の指導計画を作成 

      本人・保護者との面談やプレ通級を踏まえ、巡回先校の特別支援教育コーディ

ネーター等とともに個別の指導計画を作成した。巡回指導実施後は、指導内容と

取組を記録するとともに、巡回先校の特別支援教育コーディネーターや関係者と

共有した。 

(ｳ) 巡回先校の校内支援体制整備に対する助言 

      巡回先校の校内体制整備について、適宜助言をし、特別支援教育コーディネー

ターや巡回先校の教員が相談しやすい関係性作りや体制を整えた。オンライン相

談も活用し、保護者面談にも対応した。 

(ｴ) 巡回先校のニーズに応じた校内研修の実施（年２回以上） 

      巡回先校において、学校の研究課題に合わせて各校が計画し、巡回指導担当教

員や協力する特別支援学校の特別支援教育コーディネーター、大学教授、関係機

関の専門家等による研修会を実施し、全教員の理解を深めた。以下、巡回先校にお

ける取組の一例を記す。 

 

【巡回先校における校内研修】（例）県立淡路三原高等学校 

 第１回 第２回 

実施日 ５月29日 11月27日 

講師 県立淡路高等学校 

   教諭 釜江 美紀子  

   （巡回指導担当教員） 

神戸女子大学 

   教授  田中 裕一 氏 

内 容 「特別支援教育について」 「気になる行動のある生徒への指導・

支援を考えるヒント～生徒視点で考え

てみよう～」 

成 果 発達障害のある生徒の特性や得意なこ

とを見つけて指導することの有効性を

知ることができた。 

生徒に合った指導・支援は、生徒とと

もに考えることが最も重要であること

がわかった。 

課 題 特別支援教育は特別なことではなく、

日頃の指導そのものであることに気づ

グループワークを通じて生徒について

複数の教員で考えることの大切さを再
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ける機会を作っていきたい。 認識できた。教員が一人で抱え込まな

い支援体制づくりが必要である。 

 

イ 取組成果 

    令和６年度に実施した校内研修は５校であり、いずれも令和７年度は新規巡回先校

としての巡回指導を開始する。ケース会議には管理職も参加し協議することで、発達

障害のある生徒に対して教職員と共通理解を図りながら、管理職のリーダーシップの

下、校内支援体制を整備することができた。 

    巡回指導を実施する前年度から巡回指導教員が関わることで、巡回先校における通

級による指導の実施だけでなく、巡回先校教職員との日常的な情報共有や生徒の相談、

関係機関の情報提供等を行うことができ、校内研修をきっかけとして巡回先校の校内

支援体制の運営に寄与することができた。また、巡回先校教員が巡回指導時に複数教

員で授業に参加する学校もあり、巡回先校の特別支援教育の主体的な推進につなげる

ことができた。 

    このように、巡回指導開始までの流れが形式化されつつあり、どの高等学校が発達

障害のある生徒に関して県教育委員会に相談をしても、円滑にかつ見通しをもって校

内対応ができるようになりつつある。以下、新規の巡回指導開始までの流れを記す。 

 

【新規の巡回指導開始までの流れ】 

 
 

 ⑷ 巡回先校における教員等の理解啓発 

巡回先校において、巡回指導担当教員が校内支援体制への助言や生徒に対する相談に

適宜対応するとともに、巡回先校の教員が通級による指導を見学したり指導に参加した

りして、当事者意識を持つように取り組んだ。また、校内研修を行い、巡回指導担当教員

が通級による指導の取組の紹介を行ったり、大学教員等による特別支援教育の専門的な

講義を行ったりして、巡回先校における理解啓発に努めた。 
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ア 取組内容 

① 巡回指導担当教員による巡回先校における教員等の理解啓発 

巡回指導担当教員は、巡回先校の特別支援教育に関する校内支援体制や取組につい

て、適宜助言を行った。また、巡回指導担当教員がケース会議に随時参加し、生徒の

実態把握や指導・支援方針について協議に加わり、助言を行った。巡回先校の教職員

は巡回指導の報告書の閲覧だけでなく、巡回指導で行う通級による指導を見学したり、

授業に参加したりすることで理解を深めた。 

 

② 巡回先校のニーズに応じた校内研修の実施（再掲） 

 

イ 取組成果 

    ４(3)②の取組を含め、巡回指導担当教員が巡回指導前から巡回先校の教職員と関わ

りをもち、巡回指導だけでなく日常的な情報交換を行うことで、巡回先校の教職員は

特別支援教育について徐々に理解されつつある。また、特別支援学校のセンター的機

能の活用や、特別支援学校の特別支援教育コーディネーターのケース会議への参加等

により、巡回先校の教職員が特別支援学校の教員と交流したり、専門性に触れたりす

ることで、特別支援教育に興味を持つ巡回先校の教職員もおり、４(2)③の研修に参加

する者もいた。 

校内研修や巡回指導の見学・参加により、通級による指導が生徒一人一人に合った学

びの場であることを教員が理解することができた。そのことにより、巡回先校の教職員

が本人・保護者へ面談等で通級による指導を肯定的に発信し、生徒の通級による指導の

受講につながった。 

さらに、巡回指導をきっかけに巡回指導担当教員からの紹介や校内研修における講

師として関係機関へ依頼することで、巡回先校の教職員が障害理解や進路実現に向け

て相談を行うことができた。その際、巡回先校の特別支援教育コーディネーターが中心

となり進路指導部や保健部等の校内分掌間の連携も進み、校内支援体制が一層促進さ

れた学校もある。 

 

５ 今後の課題と対応 

平成 30 年度から開始した本県の高等学校における通級による指導については、どの高等

学校に進学しても、必要性に応じて通級による指導が受けられるよう体制整備を進めるこ

とを基本方針として取り組んできた。以下、令和６年度事業における各項目の課題を記す。 

 

 ⑴ 巡回指導を効果的かつ効率的に実施するための方法や体制整備等の検討・実証 

  高等学校は、小・中学校に比べて学校間の距離が長く、巡回指導担当教員が移動に要す

る時間や経費の負担が大きい地区があることや、卒業後を見据えた指導・支援の在り方

等、重視する課題が地域によって異なる。関係機関の分布も地域差があり、それぞれの地

域に合った連携が必要である。 

 ⑵ 通級指導担当教員及び指導的立場の教員等の育成 

  通級指導担当教員が特別支援教育コーディネーターや他の校務分掌を兼ねる等、業務

過多となる場合がある。また、多くの拠点校で校内の通級指導担当教員が巡回指導も一
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手に担当しており、通級指導担当教員の指導技術が他の教職員へ伝達されない学校があ

る。小規模校では特に、通級による指導に関わる教員が限られ、後任育成が難しい。 

 ⑶ 巡回先となる学校における校内支援体制の構築 

  巡回指導担当教員が、巡回先校の生徒について日々の学校生活や行事での様子等の情

報を得る機会が自校通級に比べ少ない。また、巡回指導が巡回指導担当教員へ任せっき

りになってしまい、通級による指導の般化にまで至らないことがある。巡回先校が巡回

指導担当教員と連携し、学校長のリーダーシップの下、主体的な校内体制支援の整備が

求められる。 

⑷ 巡回先校における教員等の理解啓発 

巡回先校の管理職の特別支援教育に対する姿勢により、巡回先校の教員の通級による

指導に対する意識に大きな差が見られる。巡回先校でも特別支援教育の視点を生かした

授業づくりに関する研修を行っているが、教職員間の意識の差が大きく、授業改善にまで

至っていないことがある。理解啓発が進んでいない巡回先校では、特別支援教育コーディ

ネーターが担任や他の分掌との連携で苦慮している。 

 

令和６年度は、234名（R7.2.3）の生徒が通級による指導を受けており、うち巡回指導の

対象生徒は 48名であった。本県で高等学校において巡回指導を開始した令和４年の対象生

徒 6名（R5.2.1）から、わずか３年で８倍となった。令和７年度は巡回先校の増加に伴い、

巡回指導を希望する生徒が更に増えることが見込まれるため、拠点校の配置、拠点校にお

ける通級指導担当教員の育成、巡回先校における校内体制の整備、及び地域における連携

体制の構築が急務である。上記課題を踏まえ、以下、令和７年度事業における各項目の対応

を記す。 

 

 ⑴ 巡回指導を効果的かつ効率的に実施するための方法や体制整備等の検討・実証 

地域連携協議会が地域の高等学校の特別支援教育の拠り所となるよう、学区・地区ごと

の特色と課題に合わせた地域連携モデルを構築する。また、令和６年度に作成した相談機

関一覧を周知・活用を検討する。さらに、ICTやオンラインの活用を含めた効果的かつ効

率的な巡回指導についても研究するとともに、関係機関との連携を促進する方法につい

て検討する。 

 ⑵ 通級指導担当教員及び指導的立場の教員等の育成 

通級指導担当教員の担うべき役割を明確にし、学校長のリーダーシップの下、校内体制

の整備と通級指導担当教員の計画的な育成について啓発する。また、新たな拠点校の配置

に向け、巡回先校等の学校長に向け、教職員への研修参加を呼びかける。経験豊かな通級

指導担当教員が地域の核となり、他の通級指導担当教員への助言、ケース会議、本人・保

護者との面談、プレ通級等の実践や、地域連携協議会及び合同研究会の運営を担う。 

 ⑶ 巡回先となる学校における校内支援体制の構築 

県教育委員会が巡回先校を訪問し、通級による指導の理解啓発や、校内支援体制整備

等、特別支援教育の推進に関する助言を行う。また、協力する特別支援学校の特別支援教

育コーディネーターが、巡回先校へ巡回指導担当教員とともに訪問して助言する等、協力

校の在り方を検討する。 

 



 21 / 21 
 

⑷ 巡回先校における教員等の理解啓発 

  巡回先校の管理職を含めた全ての教員に対し、研修等各機会を通して高等学校におけ

る通級による指導や特別支援教育の充実に向けた理解促進を図る。そのために、高等学

校における通級による指導の管理職向け補足資料を作成し、校長会等で配布する。また、

研究授業を巡回先校において実施し、協議の場に巡回先校の教員も参加することで、通

級による指導についての理解を深める。 

 

６ 問い合わせ先 

⑴ 組織名 兵庫県教育委員会 

⑵ 担当部署名 兵庫県教育委員会事務局特別支援教育課 

⑶ ＴＥＬ ０７８－３６２－３７７４ 

 


